
厚生労働省又は精神保
健福祉士法第35条第１
項に規定する指定登録
機関

精神保健福祉士法による
同法第28条の精神保健福
祉士の登録に関する事務

令和６年８月 237 電気通信回線
９月 107 電気通信回線
10月 71 電気通信回線
11月 46 電気通信回線
12月 40 電気通信回線

令和７年１月 30 電気通信回線
２月 94 電気通信回線
３月 104 電気通信回線
４月 84 電気通信回線
５月 57 電気通信回線
６月 59 電気通信回線
７月 35 電気通信回線

文部科学省、厚生労働
省又は公認心理師法第
36条第１項に規定する
指定登録機関

公認心理師法による同法
第28条の公認心理師の登
録に関する事務

令和６年８月 460 電気通信回線
９月 508 電気通信回線
10月 264 電気通信回線
11月 164 電気通信回線
12月 188 電気通信回線

令和７年１月 211 電気通信回線
２月 293 電気通信回線
３月 312 電気通信回線
４月 206 電気通信回線
５月 240 電気通信回線
６月 221 電気通信回線
７月 185 電気通信回線

日本年金機構 健康保険法による同法第
５条第２項又は第123条
第２項の業務の実施に関
する事務

令和６年８月
８月
９月
９月
10月
10月
11月
11月
12月
12月

令和７年１月
１月
２月
２月
３月
３月
４月
４月
５月
５月
６月

1843823
108172966
1685418
110806230
1974271
107891884
1728122
109080628
1685824
105693693
1835559
107746664
1698419
105664988
1883013
107614242
2216550
106572561
1935470
105666938
1761968

即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供
電気通信回線
即時提供

船員保険法による同法第
４条第２項の業務の実施
に関する事務
国民年金法等の一部を改
正する法律附則第87条第
２項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府
が支給するものとされた
年金である給付若しくは
一時金に係る権利の裁定
若しくは支給の停止の解
除又は受給権者に係る届
出に関する事務
厚生年金保険法による被
保険者に係る届出、年金
である給付若しくは一時
金に係る権利の裁定若し
くは支給の停止の解除、
受給権者に係る届出又は
同法第89条の保険料その
他徴収金の徴収に関する
事務

厚生年金保険法等の一部
を改正する法律附則第16
条第３項又は第７項の規
定により厚生年金保険の
実施者たる政府が支給す
るものとされた年金であ
る給付に係る権利の決定
若しくは支給の停止の解
除又は受給権者に係る届
出に関する事務

６月 111847792 電気通信回線
７月 2052536 即時提供
７月 125235118 電気通信回線

厚生年金保険制度及び農
林漁業団体職員共済組合
制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組
合法等を廃止する等の法
律附則第16条第３項の規
定により厚生年金保険の
実施者たる政府が支給す
るものとされた年金であ
る給付に係る権利の決定
若しくは支給の停止の解
除又は受給権者に係る届
出に関する事務

国民年金法による被保険
者に係る届出、年金であ
る給付若しくは一時金に
係る権利の裁定若しくは
支給の停止の解除、受給
権者に係る届出、同法第
95条の保険料その他徴収
金の徴収、同法第119条
の３の設立の認可又は同
法第139条の届出に関す
る事務

年金生活者支援給付金の
支給に関する法律による
同法第２条第１項の老齢
年金生活者支援給付金、
同法第10条第１項の補足
的老齢年金生活者支援給
付金、同法第15条第１項
の障害年金生活者支援給
付金又は同法第20条第１
項の遺族年金生活者支援
給付金の支給に関する事
務

厚生労働省 健康保険法による同法第
64条の登録に関する事務

令和７年２月 121 電気通信回線
３月 1421 電気通信回線
４月 6256 電気通信回線
５月 7119 電気通信回線
６月 4285 電気通信回線
７月 2070 電気通信回線
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